
大津市商業地魅力アップ支援事業補助金 募集要項 

 

目的 

 地域における商業の活性化を図るために商店街振興組合等が商店街活性化計画に基づき

実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、

市内の商業地の魅力の増進を図り、もって長期的な商業の発展を図ることを目的とします。 

 

補助対象者 

 市内商店街振興組合等 

 

補助対象事業 

 商店街活性化計画に基づき商店街振興組合等が実施する事業（商店街活性化計画の計画

期間中に実施されるものに限る。）であって、地域との交流の促進及び地域における賑わい

の創出に資すると市長が認めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象経費 

 委託料、謝礼及び旅費等（商店街振興組合等の内部関係者に対して支払うものを除く。）、

工事請負費、原材料費、使用料及び賃借料（商店街振興組合等の内部関係者に対して支払

うものを除く。）、広告料、消耗品費、通信運搬費、保険料その他の補助事業の実施に要す

る経費であって、市長が必要と認めるものとします。ただし、商店街振興組合等の運営に

係る経費、商店街振興組合等の内部関係者の飲食等食糧費に相当する経費その他補助する

ことが適当でないと認められる経費を除きます。 

  

補助金額等 

補助対象経費（当該補助事業について他の制度による補助金等の交付を受けている場合

にあっては、補助対象経費から当該補助金等の額を控除した額）の２分の１に相当する額

（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額）とします。

ただし、４００，０００円を超えるときは、４００，０００円とします。 

事業例 

○まちバル チケットやマップを手に参加店舗を食べ・飲み歩くことで各店舗等の魅

力を発信するもの 

○まちゼミ 各店舗の店主が講師となり、専門的な知識や情報を受講者に伝えるもの 

○スタンプラリー 各店舗等をチェックポイントとし、各店舗等の利用等を条件にス

タンプ等を集めるもの 



同一の補助対象者が実施する事業であって内容を同じくするもの又は内容が類似するも

のに対する補助金の交付は、一の年度につき１回に限り、合計３回までを限度とします。 

 

商店街活性化計画について 

「商店街活性化計画」とは、商店街振興組合等が策定する次に掲げる項目を明らかにし

た計画であって、その計画期間が３年以上であるものをいいます。 

（１）商店街（商店街振興組合等に係る商業街区の区域及びその周辺の地域をいう）の

現状分析 

（２）市民ニーズの調査及びその分析 

（３）商店街活性化の方向性・将来ビジョン 

（４）ビジョンを達成するために実施する事業 

（５）ビジョン達成のための取組体制 

（６）商店街活性化の数値目標 

 

 

➢ 事業提案から補助金の支払までの流れ 

事前エントリー 

市の次年度予算要求に先立ち、予定しておられる商店街事業を把握する必要があります

ので、事業を実施する年度の前の年度に事前調査を実施します。 

▼ 

 交付申請書の作成・提出 

✓ 下記の書類を作成し、商工労働政策課へ提出してください。 

交付申請書 □大津市商業地魅力アップ支援事業補助金交付申請書（様式第１号）【原本】 

添付書類 
□商店街活性化計画書（参考様式第１号）【写し】 

□事業計画書兼収支予算書（参考様式第２号）【原本】 

✓ 様式は大津市のホームページからダウンロードしてください。 

✓ 上記添付書類の他、必要に応じて別途書類の提出を求める場合があります。 

✓ メールでの交付申請書提出が可能です。（できる限りメールで申請してください。） 

（otsu1601@city.otsu.lg.jp 又は 担当職員のメールアドレスに送信してください。） 

▼ 

交付決定 

✓ 交付申請書類の受付後、審査の上で交付決定通知書（様式第２号）を発送します。（標準

mailto:otsu1601@city.otsu.lg.jp


処理期間は２週間程度） 

▼ 

事業の実施 

✓ 交付決定後に事業が変更や中止（廃止）となった場合は、速やかに変更承認申請書（様

式第６号）又は中止（廃止）承認申請書（様式第７号）を提出してください。 

▼ 

 実績報告書類の作成・提出 

✓ 補助対象事業の契約・実施・支払等がすべて完了後、速やかに下記の書類を作成し、原

則郵送にて提出してください。 

実績報告書 □大津市商業地魅力アップ支援事業補助金実績報告書（様式第１２号）【原本】 

添付書類 

□事業実施報告書（参考様式第３号）【原本】 

□収支決算書【原本】 

□事業実施報告書に記載した経費明細が分かる資料（領収書等）【写し】 

□事業実施状況写真 

✓ 上記添付書類の他、必要に応じて別途書類の提出を求める場合があります。 

✓ 経費の支出の根拠となる書類がないものは補助対象外とします。 

▼ 

完了検査・補助金額の確定 

✓ 実績報告書類の受付後、審査の上で補助金額の確定を行い、補助金確定通知書（様式第

１３号）を発送します。（標準処理期間は２週間程度） 

✓ 必要に応じて実地検査を実施する場合があります。 

✓ 補助金額は実績に基づくため、交付確定額は交付決定額と異なることがあります。 

▼ 

請求書の作成・提出 

✓ 交付額確定後速やかに、交付請求書（様式第１４号）を作成して提出してください。 

▼ 

補助金の交付 

✓ 適正な交付請求書の受付後、２～３週間程度で補助金を交付（商店街の金融機関口座へ

振込）します。 

 



➢ 補助金活用にあたっての留意点 

★補助金の交付は、予算の範囲内とします。 

★申請書類等の提出については、必ず提出期限を厳守ください。期限後の提出については、

交付対象外となりますので、十分にご注意ください。 

★参加費や広告費等の収入があり、その収入が自己負担額（補助対象経費から補助金の額

を差し引いたもの）を上回る場合、補助金額は当該超過額に相当する分を減額したうえ

で交付します。 

★経理等の証拠書類は整理し、終了後５年間保存する必要があります。 

★補助金の交付決定を受けたものであっても次に該当する場合、交付決定の取消し、又は

既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還していただくことがあります。 

① 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき 

②「大津市商業地魅力アップ支援事業補助金交付要綱」に違反したとき 

 


